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羽根木公園：つつじ垣に佇む中村汀女句碑
昭和を代表する女流俳人。昭和12年から代田に住
まわれこのあたりよく散策されたと言う。碑の句は代
表作の一つ。「外にも出よ ふるるばかりに 春の月」
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室 伏 広 治 氏  公 開 講 演 会

　公益社団法人北沢法人会主催「室伏広治氏公開講演会」
が平成 31 年 2 月 26 日 ( 火 ) 18:30 ～ 20:00  烏山区
民会館大ホールで開催され、講演会当日は 351 名の方々
にご参加いただきました。
　講演に先立ち飯野光彦会長より開会の挨拶があり室伏
氏が登壇。室伏氏はテレビで見る通り、身体はかなり大
きいですが 表情や話し方はとても爽やかでお話しもと
ても上手な方でした。
　講演自体は 1 時間ちょっとの時間でしたが、素晴ら
しいお話をしていただきました。
　そんな中で、印象に残った話をご紹介させていただき
ます。
　“成績が優秀なだけでは勝てない。
　日常と違う環境下で戦える逞しさが必要。”
　これはオリンピックなど非日常の場所で勝つための話
しとしてご紹介いただきました。
　いくらその競技での腕前が上手でも、日本のように環
境が整っていない国や場所、日常ではありえない競技環
境だったり、オリンピックのようにとてつもないプレッ
シャーがかかる場面では、メンタル的なタフさがないと
勝つことができないということです。
　一般的に考えると、まずはその競技の技術を磨くこと
に全力をかけてしまいます。
　そして技術を磨き、なんとか大きな大会まで行くこと
ができたとしても、メンタル面での強さがなくて負けて
しまう選手が多いということです。
　だから、その競技の技術と合わせて日常とは違う環境
でも力を発揮できるメンタルの強さを一緒に身につける
必要があります。

　この話を伺いながら、日本陸上選手権での 20 連覇や
オリンピックで金メダルを取られた室伏さんはとてつも
なく努力をされていることを感じました。
　当たり前のことですが、世界中から強豪の集まるオリ
ンピックなどで金メダルを取ることは本当に大変なこと
です。
　金メダリストにはリスペクトしていますが、金メダル
までいかなくてもオリンピックに出場すること、そして
それを目指して日々頑張っている多くの選手にもエール
を送りたいと思える素晴らしい講演でした。
　最後に北沢法人会の善養寺大作副会長の挨拶で閉会と
なりました。
　お忙しい中、お集まりいただいた皆さんをはじめ、講
演会の準備に奔走いただいた委員の皆さん、そして、海
外出張の飛行機に乗られる直前に講演のお時間を取って
いただいた室伏さん、ありがとうございました。

（公益事業委員　加納 幸典）
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第７回 ふ く ふ く ス タ ン プ ラ リ ー

取 締 役 会 長

　2019 年３月 23 日( 土) 梅丘地区にて「ふくふくスタ
ンプラリー」を開催致しました。世田谷区のご後援をいた
だいた青年部の社会貢献事業です。
　当イベントは、ご協賛頂いた福祉作業所様・企業様の敷
地内にスタンプ台を設置し、参加者の皆様に各施設等を
まわっていただきながら、作業所の活動体験や利用者さ
んと接することを通して、この地域の福祉活動に触れて
いただくことを目的としています。
　今回は、従来のすまいる梅丘さん、白梅福祉作業所さ
ん、サミット梅丘店さんに加え、新たに東京リハビリテー
ションセンター世田谷さんのご協賛でスタンプ台を設置
させていただき、世田谷区が整備する新しい保健医療福
祉の拠点「うめとぴあ」へ皆様に足を運んでいただく機
会をご提供できました。
　またこの事業に関しましては、ジェイコム世田谷局様
に全面的にご協力頂き、スタンプ台のご提供、撮影等の
広報活動、景品としてノベルティーグッズのご提供によ
りスタンプラリーの運営にご協力頂くのみならず、ゆる
キャラ「ざっくぅ(ZAQ)」の出動をお願いしており、今回
も子供たちや施設の利用者さん、施設スタッフの皆さん
からもざっくぅの所在を尋ねられるなど、大好評を博し
ました。行動を共にした「イータ君」も愛嬌を振りまいて
くれ、笑顔を誘っていました。
　当日は気温が低いうえに時折小雨が降る生憎の空模様
にもかかわらず、600 名近い方々のご参加をいただきま

した。ただ今回は、新しいスタンプのポイントができたり
本部の場所が変更になったり例年と違ったオペレーショ
ンとなったうえに、参加者が午前中に集中するなどの不
測の事態が加わり、一部スタッフの対応が追い付かない
状況が発生するなど、反省点も多々ございました。
　当事業は、世田谷区総合福祉センターの「さくらまつ
り」と共催という形で実施して参りましたが、2019 年３
月末で今のセンターが閉所となる為、現在のような形で
実施するのはスタンプラリー・さくらまつり共に最後と
なります。
　同日はセンターの閉所式が行われ、関係者の皆様が多
くお見えになっていた事もあり、福祉作業所の方々の物
品販売ブースがいつもにも増して賑わっているように見
受けられました。青年部会が展開した梅ヶ丘駅前の「ア
ンテナショップ」や、総合福祉センター内のコロッケの模
擬店も、おかげさまで昨年以上の売り上げを上げること
ができました。
　多くの方々のお力添えにより、第７回ふくふくスタン
プラリーも無事に終了することができました。準備段階
より様々な面でご協力くださった共催各団体・協賛企業
の皆様、当日ご来場くださった地域の皆様、運営を支えて
くださった青年部会員・ボランティアの皆様、そして共に
走ってくださった実行委員の皆様に、この場を借りて御
礼を申し上げます。本当にありがとうございました。
（ふくふくスタンプラリー実行委員長　青年部　坂東 諭史）
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女 性 部 会  署 長 を 囲 む 会

平成 31 年 3 月 4 日 ( 月 )15:00 ～ 16:00 北沢法人

会館大会議室にて、「北沢税務署長を囲む会」を開催し

ました。原省三北沢税務署長、法人課税第 1 部門 統括

国税調査官の工藤康治様、法人課税第 1 部門 上席国税

調査官の池田研司様にお越し頂きました。

初めてご夫婦で出席された会員さんは、税務署の方

のお話しが聞くことができ有意義な時間を過ごすこと

ができたと喜んで、また別の行事にも参加したいと言っ

てくれました。

原北沢税務署長より「私の履歴書～国税組織あれこ

れ～」のテーマで講演をして頂きました。また、愛媛

県新居浜市出身とのことで四国にまつわるクイズも出

題して頂いて、楽しく、分かりやすく、知識を習得す

ることが出来ました。

参加は 21 名でしたが、次回は更にたくさんの方を誘

い合わせて、素敵な時間を共有できたら嬉しいなと思

いました。

  ( 女性部会 副部会長　平塚 早苗 )

第 21 回 女性部会 SKT 連絡協議会

平成 31 年 2 月 20 日、北沢法人会の主催にて駒場東

大構内の木々に囲まれた素敵なレストラン《橄
かんらん

欖》に

て懇談会食。飯野会長も出席し駒沢界隈の楽しいお話

を聞かせていただきました。

各法人会の活動報告や、「税に関する絵はがきコン

クール」の進め方、部会としての活動等、同じ世田谷

区でも 3 法人それぞれ特色があり、活発に意見交換が

できました。

楽しい会食の後会場から徒歩 5 分ぐらいのところに

ある「重要文化財の旧前田家本邸」洋館と和館で、普

段は見られない素晴らしい調度品を見学しました。

和館では日本庭園 ( 池泉庭園）茶室等、心なごむ時間

を過ごす事ができ有意義な一日となりました。

( 女性部会長　広瀬 節代 )
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女 性 部 会  報 告 会 と 懇 談 会

平成 31 年３月 25 日 ( 月 )15 時〜女性部会の報告会

を開催しました。広瀬部会長の挨拶から始まり、H30

年度の事業報告、決算報告、2019 年度の事業計画 ( 案 )、

予算 ( 案 ) と滞りなく議事は進行されました。報告の後、

北沢税務署の工藤康治統括と池田研司上席にもお言葉

を頂き、工藤統括からは「私の履歴書」と「良い子の

津軽弁講座」とサプライズな楽しい講座もして頂きま

した。山﨑富美子相談役の閉会挨拶で報告会は無事に

終了しました。

２部は、美味しいお弁当やオードブルとアルコール

での懇談会。髙橋信義相談役の乾杯で宴は始まり、女

性の会らしく会話は止まることなく笑い声も絶えない。

自社や支部のＰＲをした後、小野陸雄相談役による中

締め、中村みのり相談役の閉会挨拶で終宴しました。

初参加の方から「女性部会は楽しいですね、また誘っ

てください」と言われました。

平成最後の女性部会の報告会 & 懇談会は今年も大変

賑やかで有意義な会でした。

【参加者 】報告会 27 名、懇談会 26 名

(女性部会 副部会長　丸山 恵美子)

　　　　皆さん、こんにちは。過ごしやすくウトウトとしてしまう季節となりましたが、

　　　　頑張っていきましょう！

Ｌｅｔ‘ｓ　ｔｒｙ！　　　　　　　　　

第 1 問　砂糖消費税の歴史は古く、明治 34(1901) 年の「砂糖消費税法」の施行がその始まりです。
明治 34 年当時、砂糖はどのような区分で課税されたのでしょうか？ 

　　　　①砂糖の色の違い　　　　　　　　　② 砂糖の糖度の違い

第 2 問　料理の「さしすせそ」といえば、砂糖・塩・酢・醤油・味噌ですが、明治時代から戦前
までの間に、これら調味料の中には、税が課されなかったものが 1 つだけあります

　　　　 さて、税が課されなかった調味料は次のどちらでしょう？
　　　　②酢　　　　　　　　　　　　　　 　② 味噌
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊答えは 18 ページに掲載
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◆愉快な生活の創造と果敢な挑戦◆
☆リネンサプライ　☆クリーニング

　   株式会社 玉川繊維工業所

本社　東京都世田谷区松原 3-40 - 7
　　パインフィールドビル 6 階
TEL　03（3327）1111（代表）

平成 31 年２月１日（金） 2019 年初めての支部会員会

議開催です。

議題は２月８日（金）開催予定の新年賀詞交歓会につい

て。メインの公開講座についてはもちろん、その後のお楽し

みである懇親会やビンゴゲームについても、途中から出さ

れたお酒と美味なイタリアン効果で、舌も滑らかになり、参

加の会員全員での活発な議論が繰り広げられました。

会場は新入会員で粕谷にあるイタリアンレストラン

「Primo Piatto ( プリモ ピアット)」、きれいなオードブル

南 烏 山・粕 谷 支 部  会 員 会 議

からジビエのラグーソースのパスタまでしっかり堪能させて頂き

ました。

美味しいものを頂いて、しっかりパワーを蓄え、南烏山・粕谷支

部、例年以上に突っ走ります！

皆様、本年もどうぞよろしくお願い申し上げます !

（南烏山・粕谷支部　羽鳥 裕介）

桜上水支部 第２回公開税務研修会及び講演会
　平成 31 年 2 月 27 日（水） 西田
副支部長のご尽力で、桜上水ガーデ
ンズのレセプションハウスをお借り
し開催出来ました。築浅のきれいな
会議室にて、第１部公開税務研修会、
第２部健康講演会、第３部懇親会と、
沢山の出席を頂きにぎやかに開催で
きました。
　第１部は、北沢税務署の上席国税
調査官の池田研司様より、軽減税率
の為のシステムや、区分記載請求書の書式など、より具体的
な内容に踏み込んだ、実務的なご説明があり、経理処理上の
参考となりました。
　第２部は当会の会員でもある梅ヶ丘ひかり眼科医院の中
田光紀院長より、恐ろしい目の病気である白内障や緑内障
の発症メカニズムや治療の仕方、早期発見の心得など、わか

り易くとてもためになるお話をしていただきました。
　特に第２部は桜上水ガーデンズの方のみならず近隣の方
にもご参加いただき 40 名以上の大勢の聴衆が熱心に聞い
てくださいました。

（桜上水支部　副支部長　立 石  直）

第二部講師
梅ヶ丘ひかり眼科医院

中田光紀 院 長
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　このコーナーの第46 回でも書かせていただきました
が、本年 4 月 1 日より全企業において、年 10 日以上の年
次有給休暇（以下、年休）が付与される従業員に対して、
年休の日数うち 年 5 日については、使用者が時季を指定
し取得させることが義務付けられました。　
　今まで十分に年休の付与ができていなかった中小企
業にとっては、どのようにして年休を取得させるか悩ま
しい問題かと思います。
　そこで、今回は労使合意のもと年休を計画的に取得さ
せる計画的付与制度について説明していきたいと思い
ます。
1．導入のメリット

　制度の導入により、事業主としては、だれが年休で休む
のか事前に把握できるなど労務管理がしやすく、計画的
な業務運営ができます。また、従業員としては、ためらい
を感じずに年休を取得することができます。
2． 制度導入により付与できる年休の日数
　付与日数から5 日を除いた（引いた）日数を計画的付
与の対象にできます。

※ 5 日は残しておかなければなりません。
3． 付与の方式

　下記の 3 パターンが考えられます。会社の実態に応じ
た方式の導入を検討していくのがよいでしょう。

（１）企業や事業場全体の休業による一斉付与方式
　全従業員に対して同一の日に年次有給休暇を付与する
方式（例えば製造業など、操業をストップさせて全従業
員を休ませることができる事業場などで活用されている
方式です。）

（２）班・グループ別の交替制付与方式
　班・グループ別に交替で年次有給休暇を付与する方式

（例えば、流通・サービス業など、定休日を増やすことが
難しい企業・事業場などで活用されている方式です。）

（３）年休付与計画表による個人別付与方式

　年休の計画的付与制度は、個人別にも導入することがで

きます。夏季、年末年始、ゴールデンウィークのほか誕生日

や結婚記念日など労働者の個人的な記念日（アニバーサリー

休暇）を優先的に充てるケースがありま　す。

　夏季休暇でしようする場合、7 月から 9 月の間に取得する

ようにするなど一定の期間内に個人別で取るように定める

ことも可能です。

4．計画的付与導入に必要な手続き

（１）計画年休を 導入する場合には、 まず就業規則に 「労働

者代表との間に協定を締結したときは、その労使協定に定

める時季に計画的に取得させことする」などのように定め

ることが必要です。

（２）実際に計画的付与を行う場合は、 就業規則に定めると

ころにより 、労働者の過半数で組織する労働組合または労

働者の過半数を代表と間で書面による協定締結必要があり

ます。 なお、この労使協定は所轄労働基準監督署に届け出

る必要ありません。

　しかし、計画年休制度は、就業規則の絶対的記載事項で

ある「休日」の内容に含まれます。

　制度を導入する際に、就業規則の記載内容に変更の必要

性があれば、必ず改定を行い、同時に就業規則の所轄労働

基準監督署への届け出も忘れずにお願いします。

※協定は、届け出義務はありませんが、就業規則は届け出

義務があります。

（３）労使協定で定める項目は次のとおりです。 

①計画的付与の対象者　

②対象となる年休の日数　

③計画的付与の具体的な方法　

④年休の付与日数が少ない者の扱い　

※新規採用等日数が不足するものには特別年休を付与など

⑤計画的付与日の変更

　厚生労働省では、協定のひな型をだしております。３で

示した付与の方式別の協定例もありますので、参考にして

いただくのがよいでしょう。

「大切ですよ！就業規則」第 49 回  社会保険労務士　大竹 謙一ワンポイント
ア ド バ イ ス

～働き方改革関連法④　年次有給休暇の計画的付与～

村　上　葬　祭
◆会社の人事・労務管理ご相談ください◆

大竹労務マネジメント事務所
社会保険労務士　大  竹 　 謙  一

世田谷区給田 3-34-7-203  TEL:03-6671-2878  
　ご相談は、ホームページからもお受け致します。

URL: www.o-roumu.jp 

 例） 年次有給休暇の
付与日数が11日の
労働者

６　日

労使協定で計画的に
付与できる

５　日

労働者が自由に
取得できる
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お子さんのいないご夫婦、必見!!法  律  相  談

■事　案

　Ａ男（70 代）とＢ子は、夫婦でしたが、昨年Ａ男が

亡くなりました。夫婦には子はいませんでした。Ａ男の

両親は既に他界しておりましたが、Ａ男の弟であるＣ男

が健在でした。

　Ｂ子が、Ａ男の四十九日を済ませたころ、Ｃ男の訪問

を受け、Ｃ男から、Ａ男の遺産がどうなっているのか聞

かれるとともに、遺産分割を求められました。

　Ａ男には亡くなった当時、自宅不動産 2,000 万円相当、

預貯金 2,000 万円がありましたが、Ａ男は生前に「遺言」

を作っていませんでした。

■顛　末

　残されたＢ子は、Ｃ男に対して、自身の老後の蓄えが

ないことを訴えて、相続を放棄するよう頼みましたが、

断られてしまい、遺産分割を執拗に要求されました。

　Ｂ子は、義弟であるＣ男と争うことに疲れ、預貯金

1,000 万円を渡し、遺産分割問題を終わらせました。

　Ｂ子は、自宅不動産と残る預貯金 1,000 万円を相続す

ることができましたが、預貯金が減ってしまったので、

今後病気や介護などで大きな支出を迫られないか、経済

的に不安な思いをしております。

■説　明

　このような顛末になった理由は、Ａ男さんが生前に遺

言を作成していなかったこと、そして亡くなったＡ男の

弟にも相続権が認められることの２つを挙げることがで

きます。

　まず、生前にＡ男が遺言を作成していれば、基本的に

その内容に従って遺産は配分（処理）されます（子や親

であれば遺留分により修正される可能性は残りますが、

兄弟姉妹には遺留分はありません。）

　次に遺言がない場合、法律の規定に従って、遺産を配

分することになります。

１） 配偶者は、常に相続人になります。

２）次の順序（①子がいなければ②親という具合に）で

配偶者ともに相続人になります。

　①子（直系卑属）

　②親（直系尊属）

　③兄弟・姉妹　

　　相続分は、次のとおりです。

　①子と配偶者　→ 1/2：1/2

　②親と配偶者　→ 1/3：2/3

　③兄弟と配偶者→ 1/4：3/4

　故に、Ｂ子は、Ｃ男にＡ男の遺産 1/4 にあたる 1,000

万円を渡さざるを得なかったのです。

■対　策

　弟であるＣ男には遺留分はありませんので、Ａ男が生

前に全財産を妻Ｂ子に相続させる旨の遺言（簡易例参照）

をせめて作成しておけば、このような事態を防ぐことが

できました。

一番簡便な方式は、自筆証書遺言ですが、遺言者が、そ

の遺言の全文、作成日付、氏名の全てを自ら書き※、押

印することで成立します。

　※一部制度改正あり

■まとめ

　お子さんのいないご夫婦は、残された配偶者のために

生前に遺言書を作成することを強くお勧め致します。

　今般、配偶者居住権の創設等法律の改正がありました

ので、内容、遺言の方式など詳細については、弁護士や

司法書士など身近な専門家にご相談下さいませ。

【簡易例　全て自筆で !!】

遺　言

1) 私は，私の全ての財産を妻である北沢Ｂ子に相続

させる。

2) 私は，この遺言書の執行者として妻北沢Ｂ子を指

定する。

　●年●月●日

北　沢　Ａ   男　印

桑 原 法 律 事 務 所

弁護士　桑 原 慎 也

所在地： 世田谷区松原 1-37-21 小野ビル 4 階

電 話：０３( ５３５５) ０８１８

業務時間： 平日 9:30 ～ 17:30

執
筆
者
紹
介
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経 理 の 知 識
自 社 株 評 価（ 7 ）

　さて、前回の続きです。今、ここに含み益のある土地がある会
社があり、この会社の株式については、次となっています。

（資料）
　資本金　3,000 万円　（発行済株式　3,000 株、1 株の額面＠1 万
円、すべて社長が保有）
　純資産価額での評価額　1 株当たり　50 万円
　類似業種比準価額　　　1 株当たり　  5 万円
　この場合、会社規模が大会社であれば、類似業種比準価額方式
で評価しますから、
＠5 万円×3,000 株＝1 億5,000 万円となりますね。
　ところが、前回見たように、比準要素1 の場合には、次の計算に
なります。
　類似業種比準価額×0.25 ＋純資産価額×0.75
　そこで計算すると、＠5 万円×0.25 ＋＠50 万円×0.75 ＝＠38.75
万円
　つまり、＠5 万円だった株式が。＠38.75 万円と評価され、社長
の持ち株3,000 株の評価は、11 億6,250 万円となってしまい、評価
額は10 億1,250 万円も増加してしまいます。
　ここで、比準要素1 とは、利益・配当・純資産（帳簿価額）の3
要素のうち、2 要素がゼロの場合です。具体的には、利益が赤字、
配当が0 というのがケースとして多いようです。景気循環の谷間
で利益が赤字となってしまった、そして、赤字だから配当も出し
ていない、という場合です。しかし、この状態では、比準要素1 と
なってしまい、上の例では
1 億5,000 万円→11 億6,250 万円（+10 億1,250 万円）となるのです。
　では、このような事態を回避するためには、どうしたらいいで
しょうか。そもそも比準要素1 とは、利益・配当・純資産（帳簿価
額）のうち、前述のように利益・配当の2 要素が0 である、という
ケ－スが多いのですが、それなら、利益か配当のどちらかを０で
ないようにする、ということを行うしかないですね。そのうち利
益は景気循環の影響により0（赤字）になってしまったのでどう
しようもありません。そこで、配当を実施することで比準要素1
を回避していくことになります。
　では、どのくらいの金額の配当をすればいいのでしょうか。そ
こで、比準要素の判定について、少しだけ専門的な説明をしま
す。次の例を見てください。

（例示）
　資本等の金額　3,000 万円（額面＠50 円株式に換算すると、
600 千株を発行している）
　【配当・利益・純資産の状況】　　

【3 要素判定】　額面株式＠50 円に対して

 では、ポイント解説をしていきます。非上場株式の評価をする
場合、財産評価基本通達では、株式は額面＠50 円として、計算を
行います。そこで、資本等の金額が3,000 万円のときは、600 千株
として、1 株当たりの配当・利益・純資産を計算します。
　さて、上記の例は、とりあえず形だけ配当をすればいいだろう
と考えて、直前期に配当を3 万円だけ実施したケ－スです。とこ
ろが、この場合では、配当は0 として扱われ、比準要素は1 のまま
になります。
　理由は、財産評価基本通達で定められている比準要素の配当
の計算方法によります。配当は過去2 年間の平均で計算をし、さ
らに額面株式＠50 円に対して、1 株当たり＠10 銭未満である場
合には切り捨てる、すなわち0 として扱うと定められているから
です。
　そこで、計算してみると、次のように端数処理で切り捨てら
れ、比重要素としての配当は 0 として扱われるのです。
　配当60,000 円÷2 年＝30,000 円
　30,000 円÷600,000 株＝0.05 円→5 銭
　∴切り捨て（10 銭未満切捨て）
　そこでどうすればいいかといえば、2 年間平均で10 銭以上の
配当を実施することです。50 円に対して10 銭ですから、毎年配
当をしている場合には、0.2％の配当、前期に配当をしていなけ
れば0.4％の配当というのが、切り捨てられない最低ラインにな
ります。そこで、安全を見て、資本等の金額の1％の配当を実施す
る、ということを行う法人も多いようです。そして、1％配当の実
施により、今回のように含み益を持つ資産がある法人の事例で
は、社長が保有する非上場株式の評価が、1 億5,000 万円→11 億
6,250 万円（+10 億1,250 万円）となることを回避して、本来のあ
るべき評価にすることができます。
　なお、配当等については、資本金額ではなく、資本等の金額に
対しての計算になる等、専門的な事柄がありますので、事前に顧
問税理士先生へご相談してくださいませ。

東京税理士会
北沢支部伝授

税 理 士：川 辺 洋 一

所在地：世田谷区代田 5-34-8 カーサ下北沢 103

電 話：03 ( 5 4 3 3 ) 8 3 8 0

主な著作：「コストダウンのための原価のしくみ」他

執
筆
者
紹
介
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桜上水支部 「しもたか大桜まつり」

　平成 31 年３月 30 日( 土) 日本大学文理学部正門前にて今
年もまた「しもたか大さくら祭り」に出店いたしました。
　桜は満開でしたが前日までの暖かさは何処へ行ってしまっ
たのか？曇り空の肌寒い一日でした。
　しかしブースでは温かい甘酒を無料で提供し、さらに焼きたて
の磯辺焼も販売していたので、むしろ寒さが幸いして温かい食べ
物を求める人たちで大盛況となりました。

代沢・代田支部 「北沢川緑道の桜まつり」

　平成 31 年 3 月 31 日、北沢法人会代沢・代田支部は、
北沢川緑道の桜祭りに渡 支部長他 6 名で税金クイズの
出店をしました。法人会の青法被で揃え、交代で呼び込
みをし、休憩でおむすびや唐揚げを食べたり、お隣のヤ
クルトさんから差し入れを貰ったりとお祭り気分を楽し
みました。
　税金クイズは、どの様に税金が使われているか等の 2
択クイズが 5 問で、映画館の売店が軽減税率の適用を受
けることが驚きだったようです。全体の正答率は 8 割程
度でした。景品は国旗の入った絆
創膏が人気で、みんな楽しそうに

お花見に戻っていきました。10 時から 3 時間でお花見
客 150 人に参加してもらいました。
　昼過ぎの帰り道、朝とは打って変わって花も開く陽気
になり、緑道は思い思いに写真を撮る人、シートを広げ
て花見弁当を楽しむ人で溢れていました。おそらくは、
今年最もよい桜を見ることができる週末でした。
　緑道沿いの代沢小学校の碑には、代用教員だった坂口
安吾が紹介されています。傑作『桜の森の満開の下』で
は、桜に魂を散らされると怖れる山賊が、追いはぎで出
会った女を妻にします（実は桜の鬼の様）。山賊は一人
で桜が満開になるのを見に行きたい理由を妻に問われ、

「花の下は涯
はて

がないからだよ。」と答えると妻に苦笑され
てしまいます。幻想的な短篇で、得も言われぬ余韻が残
ります。桜に因んだ作品としておすすめです。
　代沢二丁目の清風園の庭先では、桜の古木のみならず、
チューリップや木蓮、遅い紅梅など万花咲き誇る一廉の
春となりました。
　皆様、お疲れ様でした。

（代沢・代田支部　阿川 健志）

文学者の碑については「せたがや、下北沢周辺の文士旧居跡」を参照
http://www.city.setagaya.lg.jp/kitazawa/12000/12001/12025/d00037757.html

　用意していた甘酒、磯辺焼はすべて完売となり、
もちろん税金クイズの用紙もすべて解答していた
だきました。
　残りの時間は風船を子どもたちに配っていまし
た。寒さを忘れあっという間の一日でした。

（桜上水支部 副支部長　高宮 英輝）
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給田・北烏山支部  「第2回 移 動 研 修 会 」
平成 31 年 3 月 28 日( 木)　支部恒例の現地集合・現地

解散の移動研修会を実施致しました。 今回は、2001 年 ( 平
成 12 年) から開始された ”東京外かく環状道路” 工事現場
の見学会です。

現在、関越道～東名高速間16km が事業中ですが、給田北
烏山支部を通る中央自動車道の三鷹市に工事中の中央ジャ
ンクション ( 仮称) と一般道の東八道路インターチェンジ
( 仮称) の大規模工事現場を見学しました。完成時は、中央
ジャンクションから通じる自動車道は地下40m 以深のトン
ネルになり往復6 車線の車道になるようで、東名高速・関越
道にも近くなり渋滞緩和や円滑な交通網を実現する重要な
道路になります。

今回は、支部幹事で現場近くに在住の浅川さんが、数年前
から地元の説明会に何度も参加し熟知されている事から、東
京都から取り寄せた資料をもとに工事中の現場を通りなが
ら完成時期や完成後の解説をしていただきました。

当初は2020 年には完成予定との事でしたが、まだ 5 年は
先になりそうです、インターチェンジが出来る東八通りも拡
幅の工事などで交通渋滞が起きていますので、早い開通が待
たれます。

見学後の懇談会は近くの会場「どん亭」まで、まだ三分咲
きの桜並木を散策しながら到着、美味しい食べ放題”しゃぶ
しゃぶ”で盛り上がりました。

今回は、今期で退会される武田相談役の送別会を兼ねまし
た、武田さんは 40 数年を超える法人会活動の中で副会長・

支部長として活躍、勧奨
活動・支部活動に限ら
ず異業種交流会の発案
等、時には勇み足になる
ほど力が入り周りはハ
ラハラすることもあり
ましたが、常に前を向い
て支部会員を引っ張っ
て頂きました。

 会は離れますが、時には客員として参加してくださるよ
うお願いして送別になりました。今期最後を手拍子で締めて
閉会となり、暗くなった道を三々五々解散になりました。

（給田・北烏山支部 相談役　中村みのり）

給田・北烏山支部  「第2回 公 開 税 務 研 修 会 」
平成31 年３月19 日（火）、昭和信用金庫烏山

支店様から今回も快諾いただき、同支店３階の
「しあわせプラザ」で、地域の事業主の方、会社の
担当者の方はじめ支部会員の皆さんに参加いた
だき、平成最後の支部公開税務研修会（本年度第
２回目）を開催しました。

講師は「ほうじん北沢」に毎号執筆中の社労士
の大竹謙一先生（当支部会員でもあります）にお
願いしました。「働き方関連法と違反したときの
罰金の税務処理」で研修をしていただきました。

まず「働き方改革」で労基法はじめ８本の法律の改正があ
り「長時間労働の是正」「多様な働き方の実現」「公正な待遇
の確保」のための措置が取られたことをサラッと見ました。

その後、研修の大半は、この４月から、中小企業・個人事業
主も含むすべての使用者に適用が開始される、４月以降10
日以上の年次有給休暇を付与する場合、年５日は有休を労
働者に取得させなければならない義務について勉強しまし
た。有休管理簿作成と保管（３年）、使用者が時季を指定し有

休を取得させるための就業規則の整備、などが必要なこと
を学びました。罰金については交通違反と同じで損金処理
はできないようなので税理士に相談するように、とのこと
でした。

終了後は場所を変え、社労士でもある松崎支部長の補足・
解説もあって、席替えもしながら活発にお互いに情報交換
をして懇親を深めました。

（給田・北烏山支部 副支部長　本庄 謙一）

講　師
社会保険労務士
大竹謙一先生

今期で退会される武田相談役（右）に
花束を贈呈した松崎支部長（左）
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梅丘支部 「第2回公開税務研修会」および「懇談会」

　平成 30 年度梅丘支部による第２回公開税務研修会が平
成 31 年 3 月 27 日水曜日に北沢法人会館大会議室で行わ
れました。
　まずは瀬川組織副委員長の司会に始まり、開会の挨拶を
私、細谷が務めさせて頂きました。
　第一部で「『軽減税率』対応するための準備はコレ！」とい
う題材にて北沢税務署法人課税第一部門国税調査官の田中
健太郎氏をお招きしてご講演頂きました。軽減税率8％につ
いては酒類・外食を除く飲食料品、週二回以上発行される新
聞（定期購読契約に基づくもの）が対象品目であることを再
確認し、8％と10％の税率ごとの商品管理やレジ、受発注シス
テムの整備や事前準備等について詳細にご説明頂きました。
　続いて、梅丘支部のファイナンシャルプランナーである廣
田隆之氏を講師として「資産運用と相続について」の講演が
ありました。資産には固定資産（土地・建物等）、金融資産（現
金・預金・株式・国債等）と分けて考える必要があり、資産運
用としては保険会社の個人年金保険は将来年金受取、または
一括受取をすることができ、比較的安全な運用であるのに対
し、株式はハイリスク・ハイリターンとの解説がありました。
他の運用先として銀行の投資信託や外貨預金等を挙げてお
りました。何れの資産運用も自己責任となりますので分散投
資などでリスクヘッジをするなど慎重に選んで行くと良い
と感じました。

　また、相続については事象によっては非常に難しくなるた
め、軽率に判断せず、弁護士や詳しい方に直接相談する必要
性を感じました。以上のご講演の後、広瀬副会長による閉会
のご挨拶で第一部は締めくくられました。
　第二部懇談会は、平塚けいじ幹事のもと、美登利寿司梅丘
本店にて開催されました。
　寿司や料理や酒を口にして一日の疲れを癒しつつ進行し、
梅丘支部として平成最後の懇談会ということで大いに盛り
上がり、時の経過も忘れあっと言う間に会はお開きとなりま
した。ご参加頂いた皆様、お疲れ様でした。
　「梅丘老人集まりいとをかし」 の川柳で締めさせて頂きます。

（梅丘支部 副支部長　細 谷  豊）

懇親会は木村さんの乾杯から

講師：北沢税務署 法人課税第一部門 田中健太郎氏（左）と
　　  ファイナンシャルプランナー 廣田隆之氏（右）。
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明大前支部　「第2回 公 開 税 務 研 修 会 」
明大前支部では、平成 31 年 3 月 

25 日( 月) に、平成 30 年度第２回公
開税務研修会を開催しました。

平成 30 年度第２回公開税務研修会
は、第一部を昭和信用金庫明大前支店
の会議室をお貸りして、公認会計士・
税理士の鈴木竹夫先生に講師をお願
いし、『利益と資金収支の関係につい
て』というテーマでお話し頂きました。鈴木竹夫先生は、明大
前支部の会員でもあります。また、数社の監査役を務められ
るなど、幅広い分野にて活躍されている先生です。第一部の
研修会は、23 名の方に参加頂きました。

税務研修の内容としては、
(1) 損益と資金収支

資金の定義や、キャッシュ・フロー計算書における資金の
範囲

(2) 資金管理のための帳票
企業経営において、資金管理は非常に大事なものであり、
資金繰の実績の確認を資金繰実績表で行い将来の資金繰
りを、資金繰り計画表を行う

(3) 利益と資金収支の関係
現金預金の増減と当期純利益の増減の関係について各勘
定科目の増減が及ぼす影響について

 (4) キャッシュ・フロー計算書の見方
直接法と間接法による、表示方法の違いやフリー・キャッ
シュフローについて
以上の各項目について、ある会社の貸借対照表と損益計算

書を例に、図表を使用したわかり易いお話をして頂きまし
た。

今後の事業において、非常に参考になるお話でした。
第二部は、場所を変え、京王線明大前駅前のハミングバー

ドにて、会員懇談会を開催しました。第二部の司会は、明大
前の名司会者 ㈱ロードスターの深見さんです。

今回は、新入会員の方にも２名ご参加頂き、恒例の各社の
自己紹介や数日後に新元号の発表があったこともあり、新
元号の英語のイニシャルが何になるかを当てるクイズなど
を行い、大変盛りあがりました。

この原稿を書いている今は、新元号の「令和」が発表され
ていますので、結果が分かるのですが、講師の鈴木竹夫先生
１名だけが見事大当たりでした。

　（明大前支部　副支部長  山田 稔幸）

講師：鈴木竹夫氏（懇親会にて）

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

㈱ユニワールド／ブロードメディア・サービス㈱
☎ 5376-7233   www.bm-s.jp/

お店や会社の各種 PR 広告に
　　　　　万一の災害時には避難誘導や告知に

どこでもスマホでカンタン文字送信・多言語対応・極薄・軽量・防水・
防塵・配線不要・バッテリー駆動▶LED表示器をお探しなら

下北沢支部 「池ノ上さくらフェスティバル」
　平成 31 年 4 月 14 日（日）、池ノ上駅周辺で、「第 8
回池ノ上さくらフェスティバル」が開催されました。
　下北沢支部は、年度初めの支部活動として、焼きそば
の販売と税金クイズの配布を行うブースを出して、毎年
参加しています。ブースの設営から、販売、撤収まで、
適切な役割分担と多数の会員さんのお手伝いのおかげで
トラブルもなくスムーズに終えることができました。過
ごしやすいお天気と来場者数の多さから、予定より 1 時
間も早く、焼きそば販売と税金クイズ 200 部の配布が
終了したのは、うれしい悲鳴でした。また、お手伝いく
ださった新規加入の会員さんも多く、今後の支部活動だ
けでなく、本部行事への貢献も期待できる一日でした。
地域との連携、法人会活動の浸透、会員同士の繋がりを
大事にしてきた結果であるとともに、今後も支部活動を

活発に行い、本部行事を盛り上げ、法人会の発展に寄与
したいと思います。

（下北沢支部　副支部長　長沼 洋一郎）
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下 北 沢 支 部   くらる（CURAR）整骨院
小田急線下北沢駅の南西口と東口より徒歩 1 分 !!
京王井の頭線下北沢駅中央口より 2 分　下北沢西口から 3 分 !!
お陰様で下北沢で開業し今年 4 月で丸 11 年になり、私自身
接骨業界で 25 年携わっております。患者さま一人一人の身体
の痛みを緩和できるよう、納得のいくカウンセリングとバキ
ボキしないソフトカイロプラクティックでアクチベーターを
用いた骨格調整の施術手技を行います。
骨折、脱臼、捻挫、打撲、スポーツ外傷など怪我に対しての
保険診療適応。また、スポーツ業界や医療業界でも注目され
ているインディバ・アクティブを取入れた施術外傷のみ保険
内で施術致します。もちろん、交通事故や労災のお取り扱い
もしています。
また、肩こりや腰痛などの慢性疲労や、インディバでの身体
のメンテナンスなどや、小顔になりたい方や顎関節症の患者
さん向けには頭蓋調整、産前産後の妊婦さんの骨盤調整など
は自由診療（保険外）として行っております。
2 階では、インディバ専門サロンを併設しており、美容・痩
身はもちろんのこと、妊活　腸活　温活に対応。また、ニュー
スキャンを用いた波動セラピーも行っております。こちらは、
完全予約制になります。
新患さんの受付は随時受け付けておりますので、お気軽にお
立ち寄り、ご相談下さい。

会 員 紹 介

所在地＝世田谷区北沢 2-20-2
定休日＝日曜・祝日＊随時変更を HP に掲載しております。
営業時間＝午前：月曜〜土曜 10：00 〜 13：00　
　　　　　午後：月曜～金曜 15：00 〜 20：00　
　　　　　　　　土曜のみ　 15：00 〜 18：00

梅 丘 支 部    株式会社 アロハカーゴ会 員 紹 介

㈱アロハカーゴの蒲池です。

物流会社として、各企業をはじめ、病院、学校、放送局、各政府機関等、

様々な所へ高級弁当や薬品をお届けしております。

この度、新事業部門として介護タクシー「アロハケアタクシー」を開始

しました。

真心のこもった接客をモットーに活動しております。どのような事で

も、お気軽にご相談ください。

アロハケアタクシー世田谷
世田谷区梅丘1-56-2
TEL. 03(3706)0996　
FAX. 03(3706)0916

●送迎時の介護サービス内容●
車椅子・階段昇降時の補助など。普通利用、

チャーター利用、病院同行付き添い、買い物

同行付き添い、家族旅行送迎同行付き添い、

その他ご気軽にご相談ください。
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◇賀詞交歓会での出来事◇
　ちょっと前の話になりましたが、今年の
北沢法人会新年賀詞交歓会での事です。
　梅丘パークホールに少し遅れて着いた
時、既に税金クイズで会場は盛り上がって
いました。
　1 回戦のクイズで勝ち残った数名が決勝
戦を行い、経堂支部の宿谷さんが優勝しま
した。
　私は2 回戦から参加したところ、予選を勝
ち残り今度は私が決勝戦に参加、北沢税務
署管内の昨年度消費税の総額は？という問
題で『250 億』と答えたら何と優勝！商品券
をゲットしました。税金クイズの優勝者が
経堂支部から二人出たのは偶然ではなく、
日頃から支部の会員会議や研修会などの度
に10 分程度税金クイズを行っていたおかげ
と思います。
　昨年 11 月に税務署長表彰を賜りました記
念品も税務署より同日に頂戴しました。
　税務署の皆様、法人会の皆様本当にあり
がとうございました。

（経堂支部　鳥居 佐智子）

◇令和最初のほうじん北沢◇
　この号から「ほうじん北沢」は令和発行
となります、新しい時代を記念して“祝令
和”の見出しを掲げ、皆様のますますのご発
展を祈念しました。
　新年度から表紙のテーマを新しく【世田
谷の歴史・文化を現す「史跡・名所・旧跡」】
とし展開して行く事となりました。
　今回、まずは私の地域の近場数カ所から
検討してみましたが、普段目にしているの
ですが意識しないと見過ごしがちで、良く
調べて見ると、この旧跡・石碑にこんな由来
やストーリーが有ったのかと意外な発見が
出来ました。
　皆さんの地域にも「史跡・名所・旧跡」が
有るのではないでしょうか？“こんな「名
所旧跡」が有るよ”などといった情報が有れ
ば是非編集委員や事務局にお知らせいただ
ければ幸いです。きっと私たちが暮らしてい
る地元の歴史・文化を見直すきっかけにな
るのではと思います。
　また、川柳も募集しています。募集要項を
ご覧いただき多くの投稿をお待ちしており
ます。
　新年度・新時代を迎え、自分としましても
微力ながらより皆様に親しまれる広報誌に
なるよう努力したいと思っております。

（梅丘支部  細井 眞一）

◇ 桜 ま つ り ◇
　本年も３月末から４月中旬にかけて北沢
地区各所にて桜まつりが催された。
　特に今年はソメイヨシノが咲き始めてか
らも寒い日が多かったせいか、およそ３週
間にわたって楽しませてくれた。
　北沢地区では、３月23 日に松原６丁目の
区立総合福祉センターにて行われた「さく
らまつり＆ありがとうフェスタ」を皮切り
に、翌週の土日には「しもたか大さくらま
つり」や「代沢桜まつり」、そして「代田さ
くら祭」、４月に入ってからは上北沢、八幡
山、芦花公園、千歳烏山と、京王線の各駅周
辺の商店街を中心に行われ、最後に「池ノ
上さくらフェスティバル」が行われた。
　さてそのような中で、私が一番気に入っ
ているのが「芦花公園 高

たかとおこひがんざくら

遠小彼岸桜祭り」。
何と言っても、長野県の高遠城址公園から
寄贈された門外不出と言われている桜の木
が植えられていて、少々濃い目のピンクの
色が訪れる人を和ませてくれる。
　ところで、これらの桜まつりの中で、当会
の各支部で出店しているものも数多く、今
号にて掲載している。
　そのような訳で、もし本年の桜まつりに
参加出来なかった方々は、本誌にて桜まつ
り巡りをなさっては如何でしょう。

（明大前支部  塩原 孝夫）

ほうじん北沢 345 号
令和元年 5 月 1 日発行

　発行所　〒 154-0022
　　　　　東京都世田谷区梅丘 1-43-1
　　　　　公益社団法人 北沢法人会
　発　行　人　飯野　光彦　
　広報委員長　竹股　克之　
　編　集　人　塩原　孝夫
　　　　　TEL  03-5450-7121
　　　　　FAX 03-5450-7122

当誌は全頁にて再生紙
を使用しています。

第１問　答え　① 砂糖の色の違い
砂糖消費税法が施行された明治 34（1901）
年の砂糖への課税方法は、砂糖の色の違い

（色相別課税制度）で等級区分し、課税さ
れました。最も等級が低いのは黒糖で、精
製を繰り返して白くなるほど等級が上が
り、税率も高くなりました。黒糖は庶民層
の需要が多いため税率を低くし、白い砂糖
は贅沢品なので税率を高くするといった考
えに基づいています。昭和 15(1940) 年か
ら、糖蜜を分離しない方法で製造した砂糖

（含蜜糖）を第１種、糖蜜を分離する方法
で精製・製造した砂糖（分蜜糖）を第２種
とする製造方法の違いで区分する方法（製
造方法別課税制度）が取り入れられました。

また、含蜜糖でも糖度が 86 度を超えると
第２種の中でも高い税率に分類するとい
う、一部で砂糖の糖度の違いによる区分（糖
度別課税制度）も加味されていました。こ
の製造方法別課税制度（一部、糖度別課税
制度）は、砂糖消費税法が廃止となる平成
元 (1989) 年まで続きました。
第２問　答え　②味噌
酢は、酒造税則によって明治 16 年 (1883
年 ) に課税が始まりました。これは、酢が
酒を醸造した後に作られるものであるた
め、酢を製造する過程で課税対象となる酒
が作られる以上、酢も課税すべきという考
えからです。しかしアルコールではない酢
への課税は明治 18 年 (1885 年 ) にすぐ廃

止されました。
一方、味噌が課税されなかった理由は明治
18 年（1885 年）醤油税則の法案審議にみ
ることができます。この法案審議の記録で
ある「元老院会議筆記」によると、生活困
窮者は醤油よりも味噌を消費するという当
時の実態から、味噌への課税はこれらの人
たちに大きな負担をもたらすと判断された
ようです。また、味噌は自宅で製造される
場合が多く、商品として流通するものは少
なかったようです。これも、味噌が課税さ
れなかった理由の一つです。

税 金 ク イ ズ こ た え

リ レ ー 後 記

　前号のほうじん北沢（No.344）４〜５頁掲載の平成 31 年「第３回税金ク

イズ大会・会員勧奨表彰式会」次第及び「新年賀詞交歓会」の記事内にて金

子副会長の氏名及び顔写真を掲載しましたが、当日は欠席されていたにも

拘らず、誤って掲載してしまいました。

　金子副会長並びに関係者の皆様に、大変ご迷惑をお掛け致しました事を

お詫び申し上げます。　　　　　　　             広報副委員長　塩原 孝夫

お

詫

び





― 20 ―

●対象者と基本セットご利用料金
対　象　者（ご葬儀の対象となる故人さま）

● 75歳未満の役員

「葬儀支援サービス」をご利用されますと、「北沢法人会」の名札で生花または花環が1基提供されます。

無料
● 75歳以上の役員および役員のご家族※の方 24万円（税別）

基本セットご利用料金

家族葬、一般葬、社葬や宗教・宗派問わず、
各地域のしきたりに合わせたご葬儀のご相談承ります

葬儀に関する不安を軽減
24時間365日、お電話1本で葬儀をご手配。

葬儀支援サービス制度の詳細や全国の加盟葬儀社・斎場検索は、全国儀式サービスのホームページをご覧ください。
制度の詳細閲覧にはパスワードが必要です。 ユーザー名：gishiki　パスワード：kitazawa_hou

まず始めに、「北沢法人会」とオペレーターにお伝えください。

ポイント

2

0120－421－493
ヨ ニ イ ー シ ク ミ

携帯電話にご登録ください。

ご利用の際は事前に左記の電
話番号へご連絡ください。
葬儀社とのお打合せ後のご連
絡ではご利用になれません。

葬儀に関するお問合せや
事前相談だけでもOK!!

24時間・365日対応

制度運営

新たな会費や
制度加入手続きは

不要です。

※記載のサービス内容は、2018年5月現在のものです。状況により変更となる場合がございます。

※会員本人がご健在であれば何度でも使えます。

葬儀費用の負担を軽減
一般的な葬儀に欠かすことのできない品目やサービスを「基本セット」として
首都圏平均50万円相当のものを低廉な価格でご提供いたします。

■ ご提供される基本セットの内容

車庫から10㎞まで桐上級棺

※式場使用料、会葬返礼品や飲食・料理などの接
　待費、寺院関係費、火葬料等は基本セットに含
　まれておりませんので、別途費用がかかります。
※ 葬儀社や地域によって、基本セットの内容が異な
　るケースがございます。

ポイント

1
●祭壇 ●お棺 ●寝台車 ●内、外装飾用品

●お位牌（白木）
●枕飾り
●会葬礼状（100枚）
●ご遺影（白黒）　など

公益社団法人 北沢法人会会員
特典
会員
特典

提携葬儀社 くらしの友 “安心”全国ネットワーク
離れて暮らすご家族の
ご葬儀依頼も可能です。

斎場施設
2,700超

加盟葬儀社
約500

くらしの友互助会会員併用利用特典として葬儀費用総額から5万円を差し引きます。
くらしの友互助会加入者の施行については基本セット利用無料など、儀式サービス
特典が優位となる場合を除き、基本的には互助会利用を優先するものとします。

くらしの友は首都圏を中心に30箇所の直営斎場を運営。
高い品質、お客様満足度も高く、おすすめしている提携葬儀社です。

※家族とは「配偶者、子女、（役員及びその配偶者）の両親・祖父母」にあたります。


